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ご請求手続き
ご請求にあたって
ご注意いただきたいことがあります。





損害額の確認等のため
請求関係書類が必要です。

必要な書類 （共通）

①「自動車損害賠償保障事業への損害の塡補請求書」

② 本人確認書類　 9ページ参照

③「ご請求にあたっての申告事項について」

④「人身傷害補償保険（共済）へのご請求に関する確認書」

⑤「塡補額支払指図書（振込依頼書）」

⑥「交通事故証明書」（人身事故扱いのもの）

申請用紙を最寄りの自動車安全運転センター、警察署、交番、または駐在所などより入手し

自動車安全運転センターに発行を依頼してください。

⑦「事故発生状況報告書（保障事業）」

⑧「診断書」等、治療の有無および治療内容を立証する資料

事故で治療を受けた全ての病院等の 「診断書」、「診療報酬明細書（入院または入院外）」 のご提出

が必須です。

● 事故による怪我の治療が終了してからご請求してください。

●  診断書などに保険者番号および被保険者記号・番号の記載がある場合はマスキングのうえ

ご提出ください。

●  薬局にて院外処方を受けた場合は、調剤報酬明細書、調剤明細書、領収書等の損害立証資料を

ご提出ください。

●  整骨院等で施術を受けた場合は、「施術証明書・施術費明細書」が必須です。「施術証明書・施

術費明細書」の用紙は損害保険会社（組合）の受付窓口に備え付けてあります。

⑨「同意書（政府の自動車損害賠償保障事業）」

 請求方法 ・ 内容に応じ、 以下の書類を追加でご提出ください 

ご請求を弁護士などに委任した場合

①「委任状」

委任状には被害者名、委任者名、委任者の住所・電話番号、受任者名、交通事故証明書の事故発

生日・事故発生場所並びに損害の塡補の請求および受領に関する一切の権限を委任していることが

記載されているものが必要です。



被害者が請求時点で未成年の場合

① 親権者を確認できる「全部事項証明書（または個人事項証明書）」

親権者が複数いる場合、連名による請求が可能ですが、連名でご請求されない場合は、上記①に

加えて下記②の書類が必要です。

② 一方の親権者から他方の親権者への「委任状」

諸事情により「委任状」のご提出ができない場合は損害保険会社（組合）の受付窓口にご相談

ください。

通院にあたり交通費が発生し、 ご請求される場合

①「通院交通費明細書」　

内訳を記載のうえご提出ください。

② タクシーを利用した場合は「レシート」または「領収書」

③ 病院等の駐車場を利用した場合は「レシート」または「領収書」

休業損害が発生し、 ご請求される場合

（１）事故発生当時、給与所得者（パート・アルバイトを含む）の方　

① 勤務先記入の「休業損害証明書」

②「源泉徴収票」（事故前年のもの）

（２）事故発生当時、事業所得者あるいは事業所得者の家族専従者（従業員）の方

① 事故前年の確定申告書写し等（電子申告の場合には受付日時・受付番号が印字されたもの）

（３）事故発生当時、家事従事者 （注１）の方

①「住民票」（注２）（続柄の省略のない世帯全体の記載があるもの）

（注１）家事従事者には専業主婦【主夫】（＝仕事に就いておらず、同居の家族がおり、主な家事に

ついて被害者が従事）も該当します。また、兼業主婦【主夫】（＝家事の他、短時間のパー

ト・アルバイト等の仕事にも従事）でも仕事での休業損害がない（少ない）場合は、家事

従事者としての休業損害が認められることがあります。

（注２）「住民票」は家事従事者としての休業損害を請求する時のみ必要です。



後遺障害についてご請求される場合

① 病院・医院発行の「後遺障害診断書」

「後遺障害診断書」の用紙は損害保険会社（組合）の受付窓口に備え付けてあります。

死亡についてご請求される場合

① 病院・医院発行の「死体検案書」または「死亡診断書」

② 相続人確認のため、亡くなられた本人について、出生から死亡までの省略のない連続し

た「戸籍（除籍）謄本」または法務局が発行する「法定相続情報一覧図」

③ 法定相続人および遺族慰謝料請求権者（被害者の配偶者、子および父母）各人の「全部事

項証明書（または個人事項証明書）」

④ 法定相続人が請求時点で未成年の場合、「念書」

「念書」の用紙は損害保険会社（組合）の受付窓口に備え付けてあります。

本人確認書類の提出について

政府の保障事業（自賠法第 72 条第１項第１号又は第２号）への損害塡補請求時における本人確

認書類は、自賠法施行規則第 27 条第１項第３号及び同条第２項第２号の規定により、「被害者の

氏名及び住所」を証するに足りる書面の提出を義務づけているところであり、以下の資料をご提

出ください。

本人確認書類とは、以下の①又は②のいずれかの書類をいいます。

本人確認書類①；塡補請求書（請求を委任する場合は委任状）に押印する場合は、押印した印の

印鑑登録証明書

本人確認書類②；マイナンバーカード（表面のみ）コピー、運転免許証コピー、住民票、戸籍の

附票、健康保険証コピー、健康保険等の資格確認書コピー、在留カードコピー、

各種障害者手帳コピー、児童扶養手当証書コピー、特別児童扶養手当受給証明

書コピー、母子健康手帳コピー、戦傷病者手帳コピー、運転経歴証明書コピー、

特別永住者証明書コピー

　　　　　　　　（本人確認書類②については２点）

（※）「コピー」と記載があるものを除き、必ず原本をご提出ください。

また、本人確認書類のうち、住所が裏面に記載されているものについては、裏

面のコピーについてもご提出ください。



（１）被害者本人が請求する場合又は請求を委任する場合（被害者が亡くなった場合を除く）

被害者の本人確認書類をご提出ください（委任請求の場合は委任状もご提出ください）

（２）被害者本人以外の方が請求する場合

① 法定代理人（親権者、後見人）が請求する場合

●法定代理人であることを証明する資料として、親権を確認できる書面（戸籍謄本（全部事項証明

書）等）をご提出ください。

●後見人であることを確認できる書面（家裁審判書謄本、審判確定証明書、登記事項証明書）をご

提出ください。

●請求する方の本人確認書類をご提出ください。

② 任意代理人（弁護士等）が請求する場合

●委任状をご提出ください。

●請求する方の本人確認書類をご提出ください。

③ 相続人又は遺族慰謝料請求権者が請求する場合（被害者が亡くなった場合又は死亡による

損害を請求する場合）

●請求する権利を証明する資料として、相続権を確認できる書面（戸籍謄本（全部事項証明書）、　法

定相続情報一覧図等）、遺族慰謝料請求権者であることを確認できる書面（戸籍謄本（全部事項

証明書）等）をご提出ください。

●相続人又は遺族慰謝料請求権者の本人確認書類をご提出ください。

ご不明な点がございましたら、損害保険会社（組合）の
受付窓口までご相談ください。

・各書類は「コピー」と記載があるものを除き、必ず原本をご提出ください。 なお、ご提出い

ただいた原本は原則ご返却できません。

・政府の保障事業への請求を行う場合は、法令により請求に必要な書類を提出することが義務

付けられています。請求関係書類をご提出いただけない場合は、保障事業からの損害の一部

または全部のお支払いができない場合がありますのでご注意ください。



保障事業でのお支払いの内容
被害や給付額等に応じて
お支払い金額が決定されます。
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お支払いの対象に
ならない場合があります。

ご注意ください



よくあるご質問について
解説いたします。

政府保障事業への請求に関するQ&A







第71条 （自動車損害賠償保障事業）

政府は、 この法律の規定により、 自動車事故対策事業として、 次条第 1項に規定する自動車損害賠償保

障事業及び第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業を行う。

第72条 （業務）

政府は、 自動車損害賠償保障事業として、 次の業務を行う。

一 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、 その自動車の保有者が明らか

でないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、 被害者の請求によ

り、 政令で定める金額の限度において、 その受けた損害を塡補すること。

二 責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、 第3条の規定によつて損害賠償の責に任

ずる場合 （その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。） に、 被害者の請求

により、 政令で定める金額の限度において、 その受けた損害を塡補すること。

三 第16条第4項又は第17条第4項 （これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。） の

規定による請求により、 これらの規定による補償を行うこと。

２ 前項各号の請求の手続は、 国土交通省令で定める。

第73条 （他の法令による給付との調整等）

被害者が、 健康保険法 （大正 11年法律第70号）、 労働者災害補償保険法 （昭和22年法律第50号）

その他政令で定める法令に基づいて前条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補に相当する給付を

受けるべき場合には、 政府は、 その給付に相当する金額の限度において、 同項第1号又は第2号の規定に

よる損害の塡補をしない。

２ 前条第1項第2号の場合において、 被害者が第3条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠

償を受けたときは、 政府は、 その金額の限度において、 同号の規定による損害の塡補をしない。

第73条の2 （第72条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補についての履行期）

政府は、 第 72条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補の請求があつた後、 当該請求に係る自

動車の運行による事故及び塡補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、 遅滞

の責任を負わない。

２ 政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、 被害者が正当な理由なく当該調査

を妨げ、 又はこれに応じなかつた場合には、 政府は、 これにより損害の塡補を遅延した期間について、 遅滞

の責任を負わない。

第75条 （時効）

第 16条第4項若しくは第17条第4項 （これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。）

又は第72条第1項第1号若しくは第2号の規定による請求権は、 これらを行使することができる時から3年を

経過したときは、 時効によつて消滅する。
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